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世界各地域のペットボトルの回収量・回収率 
国・地域名 回収量（千トン） 回収率（％） 

欧州（西） １ ３１６ ４７ 欧州（西） １，３１６ ４７

 欧州（東） １２７ １７ 

ボトル回収率

 ＵＳＡ ６６７ ２８ 

 北米（ＵＳＡを除く） ２１４ ２１ 
ボトル回収率   
国別・地域別   

２００９ 
 南米 ４１１ ３７ 

 アフリカ・中東 １７８ １３ 

 中国 １，６２９ ８３ 

 アジア・太平洋 ７７７ ５８ 

 日本 ４８１ ７８ 

合 計 ５，８００ ４４合 計 ５，８００ ４４

（出典）再生ＰＥＴ国際シンポジウム（杭州、2010-10） ２ 



ペットボトルの回収/再商品化の流れ 

【回収】 【国内 海外別】 【再商品化】【回収】 【国内・海外別】 【再商品化】

シート

市町村系 国内 

シ ト
 

繊維 
 

成形品他

事業系 海外事業系 海外
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具体的製品別の再生フレーク使用量（２００９年度） 
（単位 千トン）（単位：千トン）

  製品例 使用量 

シ

食品用トレイ（卵パック、果実トレイ等） 67.4 (約 38.5 %) 

食品用中仕切（カ プ麺トレイ 中仕切） 5 5シ
ー
ト 

食品用中仕切（カップ麺トレイ、中仕切） 5.5

ブリスターパック（日用品等ブリスター包装用） 12.1

その他（工業部品トレイ、事務用品等） 10.0 

繊

自動車関連（天井材や床材等内装材、吸音材） 29.0 

インテリア・寝装寝具（カーペット類、布団等） 15.1

衣料（ユニフォーム、スポーツウェア等） 13.0 
繊
維 土木・建築資材（遮水、防草、吸音シート） 9.5

家庭用品（水切り袋、ハンドワイパー等） 4.1

その他（テント、防球ネット、作業手袋、エプロン） 2.0 

ボトル 非食品用ボトル 1.7

成
形

一般資材（結束バンド、回収ボックス、搬送ケース） 1.0 

土木・建築資材（排水管 排水枡 建築用材等） 1 9形
品 

土木・建築資材（排水管、排水枡、建築用材等） 1.9

その他（ごみ袋、文房具、衣料関連等） 2.4

他 その他（添加剤、塗料用、フィルム等） 0.2

総計総計 175.0 

(出所)ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会

４ 



卵パック 果実野菜トレイ卵パック 果実野菜トレイ

（出典）ＰＥＴトレイ協議会 ５ 



5. Recycle（リサイクル）

PETボトルリサイクル年次報告書（2010年度版） 11PETボトルリサイクル年次報告書（2010年度版）10

（4）分別排出からはじまるPETボトル再商品化の流れ

5. Recycle（リサイクル）

図14 PETボトル再商品化の流れ
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６ （出典）ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会



物理的再生法によるペットボトルの再生 

主に物理的、機械的な処理による再生法 
 
【工程】 
 

異物除去・異物除去 
 （異なる材質のもの、キャップ、ラベル、汚れのひどいものなど） 
 

粉砕してフレ ク化・粉砕してフレーク化
 

・洗浄（水、温水、洗浄剤、アルカリ水などにより洗浄を繰り返す） 
 

・異物除去（洗浄中に比重の差により異なる材質やゴミを除去） 
 

・不純物除去（風乾時に軽い異物を吹き飛ばすなど）不純物除去（風乾時に軽い異物を吹き飛ばすなど）
 

・上記工程に加え、高温・減圧下等で一定時間の処理を行い、 
再生材中の不純物を揮散させ 十分に低減する除染処理も含 再生材中の不純物を揮散させ、十分に低減する除染処理も含

まれる        
７ 



学的 生法 る ボ 生化学的再生法によるペットボトルの再生

ポリマーの分解及び再重合という化学的変化を含む再生法 
 
【工程】 
 

・熱分解、化学分解反応等により原料物質（モノマー）等に分解
 

・得られた分解物を蒸留、結晶化などにより精製 
 

・これを再び重合してポリマ にする・これを再び重合してポリマーにする
 

再生されたモノマーはバージンモノマーを加えてポリマーに重合さ
れる場合もあるれる場合もある。  

８ 



ＰＥＴトレイ協議会の自主規制基準 

ＰＥＴ製無延伸シート・フィルム及びその製品の食品衛生安全性に関する 
自主規制基準（抜粋）

 油性食品、アルコール性食品には、物理的再生法による再生原料を 
 使用した製品を使用しない

 物理的再生法による再生原料は食品と直接接触する層に使用しない 
次のような３層品も使用条件を限定して使用するう 層 使 条件 限定 使 す

  例：３層シート（バージン層／再生材料使用層／バージン層） 
【使用条件】 

・酸性食品 水性食品の場合は バージン層の厚さが25μm以上

ただし、暫定措置として、短時間／室温以下の輸送・貯蔵・販売で
特定の未加工の殻・皮付き食品と接触して使用する容器、包装で
あり、特定の使用形態・条件を満たすものはバージン層の厚さが

酸性食品、水性食品の場合は、バ ジン層の厚さが25μm以上

あり、特定の使用形態 条件を満たすものはバ ジン層の厚さが
25μm以下でもよい 

・定期的な自主検査による品質管理 
自主規制基準マ クによる表示

（出典）ＰＥＴトレイ協議会 

 ・自主規制基準マークによる表示
 

９ 



表示方法について表示方法について

シ ト原反への表示• シート原反への表示 

• 容器包装への表示

 （層構成、材質記号、会員番号） 

（出典）ＰＥＴトレイ協議会 
１０ 




